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 １ 調査の目的 

   令和２年４月に全面施行された改正健康増進法の周知状況について、公共の場

及び職場の受動喫煙防止対策実施状況調査を実施し、今後の受動喫煙防止対策の

推進に必要な基礎資料とする。 

 

 ２ 調査期間 

   令和３年８月２０日（金）～９月２１日（火） 

 

 ３ 調査対象施設 

  （１）官公庁   県内市町村 

  （２）学校    私立中学校、私立高等学校、短期大学、大学、 

           高等専門学校、看護師等養成施設 

  （３）保育施設  保育所（園）、幼稚園、認定こども園 

  （４）医療機関  病院及び診療所（保健所、社会福祉施設併設診療所を除く。） 

  （５）上記（１）～（４）以外の事業所 事業所母集団データベース（令和元年

次フレーム）対象事業所（「Ａ農業、林業」、「Ｂ漁業」、「Ｃ鉱業、採石業、砂

利採取業」、「Ｓ公務」を除く。） 

 

 ４ 調査対象施設の選定 

  （１）官公庁    全数 

  （２）学校     全数 

  （３）保育施設   無作為抽出 

  （４）医療機関   病院：全数、診療所：無作為抽出 

  （５）事業所    無作為抽出 

  （６）飲食業追加分 （５）事業所で無作為抽出した後の残りの集団から、 

別途、飲食業のみを無作為抽出 
 
 ５ 調査事項 

（１）事業所等の種類 

（２）事業所等の従業員数 

（３）特定屋外喫煙場所の設置状況 

（４）改正健康増進法（受動喫煙防止対策強化）の認識 

（５）職場における喫煙スペースの設置状況、標識の掲示等 

（６）現在の受動喫煙防止対策の実施状況 

（７）今後の受動喫煙防止対策 

Ⅰ 調査の概要 
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 ６ 調査方法 

  （１）がん・生活習慣病対策課は、前頁４のとおり対象施設の抽出を行い、抽出

した対象施設に対し、調査依頼、調査票及び返信用封筒を郵送した。 

  （２）対象施設は、調査票を記載し、がん・生活習慣病対策課あてに郵送した。 

 

７ 調査数と回収状況 

    

  表１ 調査回収状況（飲食店追加分を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 調査回収状況（飲食業追加分のみ） 

 

 

 

 

 

 

方法 全数 調査数 回収数 回収率

40 40

市町村 全数 40 40

51 51

私立中学校 全数 5 5

私立高等学校 全数 17 17

短期大学 全数 5 5

大学 全数 11 11

高等専門学校 全数 1 1

看護師養成学校 全数 12 12

587 100

保育所（園）
認定こども園

幼稚園
無作為抽出 587 100

767 200

病院 全数 94 94

診療所 無作為抽出 673 106

無作為抽出 56,751 843 409 48.5%

58,196 1,234 726 58.8%

153 76.5%

事業所

対　象

官公庁

40 100.0%

学校

124 82.1%

保育施設等

合　　計

医療機関

方法 全数 調査数 回収数 回収率

無作為抽出 310 111 35.8%

310 111 35.8%

対　象

合　　計

飲食業追加分
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８ 調査結果の集計方法 

（１）全体調査 

   「４ 調査対象施設の選定」のうち、（１）から（５）の施設について集計 

（２）飲食業調査 

   「４ 調査対象施設の選定」の（５）事業所のうち飲食業に（６）を加えた 

施設について集計 
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１ 改正健康増進法の趣旨 

 ○ポイント１ 「望まない受動喫煙」をなくする 

   屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置

かれることがないようにする。 

  

 ○ポイント２ 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に配慮する 

   子どもなど２０歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを

考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対

策を一層徹底する。 

 

 ○ポイント３ 施設の類型・場所ごとに対策を実施する 

   施設の類型、場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健

康影響の程度に応じ、喫煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付

けなどの対策を講じる。 

 

２ 対象施設の類型と対応内容 

（１）第１種施設 

  ① 対象施設 

    学校、医療機関、児童福祉施設、行政機関の庁舎など 

 

  ② 対応内容 

    原則として敷地内禁煙であり、屋内に喫煙場所を設置することはできない。 

    ただし、屋外に一定の設置要件を満たす喫煙場所（特定屋外喫煙場所）を設

置することは可能。 

 

（２）第２種施設 

  ① 対象施設 

    第１種施設及び喫煙目的施設を除く多数の者が利用する施設（飲食店、宿泊

施設、事業所、工場、小売店など）、旅客運送事業船舶・鉄道 

 

  ② 対応内容 

    原則として屋内禁煙。 

    ただし、一定の設置基準を満たす喫煙室を屋内に設置することは可能。 

    また、令和 2年 4月 1日時点で既に営業している、客席部分が 100 ㎡以下な

どの要件を満たす飲食店（既存特定飲食提供施設）は、保健所に届け出のうえ、

所定の掲示をすることで、店内の喫煙が可能。 

Ⅱ 改正健康増進法の概要 
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（３）喫煙目的施設 

  ① 対象施設 

    たばこの対面販売（たばこの販売許可を得ている）等の一定の条件を満たす

バー・スナック、たばこ販売店、公衆喫煙所 

   

  ② 対応内容 

    喫煙可能。 

 

３ 喫煙室の設置基準（技術的基準） 

 ① 出入口において、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が 0.2m/秒以上 

  ② たばこの煙が喫煙室の内側から外側に流出しないよう壁・天井等によって区画 

  ③ たばこの煙が施設の屋外に排気 

 

４ 喫煙室等への掲示義務 

  望まない受動喫煙が生じないよう、喫煙可能な場所（喫煙室等）の出入口などに

標識の掲示が必要。 

  ① 屋内に喫煙室を設ける場合、喫煙室の出入口にその旨を示す標識を掲示 

  ② 屋内に喫煙室を設ける場合、又は、既存特定飲食提供施設や喫煙目的施設で

喫煙できる場合、事業所（店舗）の出入口にその旨を示す標識を掲示 

  ③ 喫煙室、又は、既存特定飲食提供施設や喫煙目的施設には 20 歳未満の者は

立入禁止（従業員であっても 20 歳未満であれば立入禁止）である旨の標識を

掲示 
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 １ 改正健康増進法により、受動喫煙防止対策が強化されたことへの認識 

   受動喫煙防止対策が強化されたことへの認識は、「知っている」の割合が高かっ

たのは、「大学・その他学校」及び「宿泊業」の１００％であった。 

   「知っている」の割合は、第１種施設の合計では９１．７％、第２種施設の合

計では８２．７％であった。 
 

  表３－１ 受動喫煙防止対策強化の認識（施設種類別・施設数） 

    
 

表３－２ 受動喫煙防止対策強化の認識（施設種類別・割合） 

    

中学校 4 1 0 5

高等学校 14 1 0 15

大学・
その他学校

24 0 0 24

保育施設 71 9 0 80

病院 73 2 0 75

診療所 68 10 0 78

254 23 0 277

製造業 17 8 0 25

飲食業 44 2 0 46

宿泊業 9 0 0 9

小売業 86 24 0 110

その他 182 36 1 219

338 70 1 409

592 93 1 686

医療機関

知らない 計

合　　計

（施設数） 知っている

第１種施設計

事業所

第２種施設計

未回答

学校・
保育施設

中学校 80.0% 20.0% 0.0% 100.0%

高等学校 93.3% 6.7% 0.0% 100.0%

大学・
その他学校

100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

保育施設 88.8% 11.2% 0.0% 100.0%

病院 97.3% 2.7% 0.0% 100.0%

診療所 87.2% 12.8% 0.0% 100.0%

91.7% 8.3% 0.0% 100.0%

製造業 68.0% 32.0% 0.0% 100.0%

飲食業 95.7% 4.3% 0.0% 100.0%

宿泊業 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

小売業 78.2% 21.8% 0.0% 100.0%

その他 83.1% 16.4% 0.5% 100.0%

82.6% 17.1% 0.3% 100.0%

86.3% 13.6% 0.1% 100.0%合　　計

（割合）

第１種施設計

第２種施設計

事業所

医療機関

学校・
保育施設

知っている 未回答知らない 計

Ⅲ 全体調査の結果概要 
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 ２ 現在の受動喫煙防止対策の実施状況 

 （１）第１種施設の実施状況 

    受動喫煙防止対策の実施状況は、「敷地内禁煙」が８６．１％、「屋内禁煙（特

定屋外喫煙場所あり）」が５．７％であり、法令を遵守している施設の割合は、

合わせて９１．８％となっている。 

    改正健康増進法の施行により、原則敷地内禁煙（屋外に特定屋外喫煙場所を

設けることは可能）とされているが、「屋内禁煙（特定屋外喫煙場所なし）」が

７．６％あるほか、「屋内分煙」や「受動喫煙対策なし」の回答もあった。 

 

 表４－１ 第１種施設の実施状況（施設種類別・施設数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４－２ 第１種施設の実施状況（施設種類別・割合） 

 

  

屋内禁煙 屋内禁煙

(特定屋外喫煙
場所あり)

(特定屋外喫煙
場所なし)

官公庁 市町村 77.5% 20.0% 2.5% 0.0% 0.0% 100.0%

中学校 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

高等学校 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

大学・
その他学校

91.7% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

保育施設 90.0% 2.5% 6.3% 0.0% 1.2% 100.0%

病院 90.7% 6.7% 2.6% 0.0% 0.0% 100.0%

診療所 76.9% 1.3% 20.5% 1.3% 0.0% 100.0%

86.1% 5.7% 7.6% 0.3% 0.3% 100.0%

法令の遵守に至らない

（割合） 計

第1種施設計

敷地内禁煙

学校・
保育施設

受動喫煙
対策なし

屋内分煙

医療機関

法令を遵守

屋内禁煙 屋内禁煙

(特定屋外喫煙
場所あり)

(特定屋外喫煙
場所なし)

官公庁 市町村 31 8 1 40

中学校 5 5

高等学校 15 15

大学・
その他学校

22 2 24

保育施設 72 2 5 1 80

病院 68 5 2 75

診療所 60 1 16 1 78

273 18 24 1 1 317

計

第1種施設計

学校・
保育施設

医療機関

敷地内禁煙 屋内分煙

法令を遵守 法令の遵守に至らない

（施設数） 受動喫煙
対策なし
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 （２）第２種施設の実施状況 

    受動喫煙防止対策の実施状況は、「敷地内禁煙」が２６．４％、「屋内禁煙」

が４４．８％、「屋内分煙」が１４．０％となっている。 

一方で、「受動喫煙対策なし」が１２．５％である。 

    また、「受動喫煙対策なし」は、製造業で２０％、飲食業で１０．９％、小売

業で１０．９％である。 

    改正健康増進法の全面施行により、第２種施設は原則屋内禁煙とされている。 

なお、一定の設置基準を満たす喫煙室を設けることや、一定の要件を満たす

既存特定飲食提供施設及び喫煙目的施設では屋内の喫煙は可能とされている。 

 

   表５－１ 第２種施設の実施状況（施設種類別・施設数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   表５－２ 第２種施設の実施状況（施設種類別・割合） 

   

 

     

  

製造業 12.0% 44.0% 24.0% 20.0% 100.0%

飲食業 19.6% 52.1% 4.3% 10.9% 2.2% 10.9% 100.0%

宿泊業 11.1% 55.6% 33.3% 100.0%

小売業 40.9% 35.5% 10.9% 10.9% 1.8% 100.0%

その他 22.8% 47.5% 15.5% 13.3% 0.9% 100.0%

26.4% 44.8% 14.0% 1.2% 0.2% 12.5% 0.9% 100.0%

受動喫煙
対策なし

計屋内分煙

第2種施設計

事業所

（割合）
敷地内
禁煙

既存特定
飲食提供
施設

未回答屋内禁煙
喫煙目的
施設

製造業 3 11 6 5 25

飲食業 9 24 2 5 1 5 46

宿泊業 1 5 3 9

小売業 45 39 12 12 2 110

その他 50 104 34 29 2 219

108 183 57 5 1 51 4 409

計

第2種施設計

既存特定
飲食提供

施設

事業所

未回答（施設数）
敷地内
禁煙

屋内分煙
喫煙目的

施設
受動喫煙
対策なし

屋内禁煙
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２０歳未満の従業員の有無と受動喫煙防止対策の関連では、２０歳未満の 

従業員がいると回答した事業所では、「敷地内禁煙」「屋内禁煙」「屋内分煙」の

いずれかの受動喫煙防止対策を実施している。 

 

   表６－１ 第２種施設における２０歳未満の従業員の有無と受動喫煙防止対策

の関連（施設数） 

 

 

 

 

 

 

 

表６－２ 第２種施設における２０歳未満の従業員の有無と受動喫煙防止対策

の関連（割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 喫煙場所は技術的基準を遵守しているか 

  （第２種施設のうち、屋内分煙と回答の５７施設） 

   喫煙場所における技術的基準の遵守状況は、「基準を満たしている」が    

５７．９％、「基準を満たしていない」が１４．０％、「基準を満たしているか不

明」が２６．３％である。 

 

   表７－１ 技術的基準の順守状況（施設数） 

   

 

 

   表７－２ 技術的基準の順守状況（割合） 

 

 

 

 

基準を満た
している

基準を満た
していない

不明 未回答 計

33 8 15 1 57

（施設数）

対象施設計

基準を満た
している

基準を満た
していない

不明 未回答 計

57.9% 14.0% 26.3% 1.8% 100.0%

（割合）

対象施設計

20歳未満
従業員いる

14 12 9 35

20歳未満
従業員いない

93 170 48 5 1 50 4 371

未回答 1 1 1 3

108 183 57 5 1 51 4 409

受動喫煙
対策なし

計未回答
敷地内
禁煙

屋内禁煙 屋内分煙
既存特定
飲食提供

施設

喫煙目的
施設

事業所

第2種施設計

（施設数）

20歳未満
従業員いる

3.4% 2.9% 2.2% 8.5%

20歳未満
従業員いない

22.8% 41.7% 11.8% 1.2% 0.2% 12.3% 0.9% 90.9%

未回答 0.2% 0.2% 0.2% 0.6%

26.4% 44.8% 14.0% 1.2% 0.2% 12.5% 0.9% 100.0%

事業所

第2種施設計

（割合）
敷地内
禁煙

屋内禁煙 屋内分煙
既存特定
飲食提供

施設

喫煙目的
施設

受動喫煙
対策なし

未回答 計
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４ 喫煙場所の入口への掲示状況 

（第２種施設のうち、屋内分煙と回答の５７施設） 

   喫煙場所の入口への掲示状況は、「類型に応じて掲示」は２８．１％にとどまり、

「掲示なし」が４３．９％となっている。 

 

   表８－１ 喫煙場所入口への掲示状況（施設数） 

       

 

 

 

   表８－２ 喫煙場所入口への掲示状況（割合） 

 

 

 

 

 

 

 ５ 喫煙場所を設置している建物の入口への掲示状況 

（第２種施設のうち、屋内分煙、既存特定飲食提供施設及び喫煙目的室と回答の

６３施設） 

   喫煙場所を設置（屋内分煙、既存特定飲食提供施設及び喫煙目的室）している

建物の入口への掲示状況は、「類型に応じて掲示」は２３．８％で、「掲示なし」

が４１．３％となっている。 

 

   表９－１ 建物入口への掲示状況（施設数） 

       

 

 

 

   表９－２ 建物入口への掲示状況（割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

類型に応じ
て掲示

掲示あり
(類型に応じ
た対応不明)

掲示なし 未回答 計

28.1% 15.8% 43.9% 12.2% 100.0%

（割合）

対象施設計

類型に応じ
て掲示

掲示あり
(類型に応じ
た対応不明)

掲示なし 未回答 計

15 9 26 13 63

（施設数）

対象施設計

類型に応じ
て掲示

掲示あり
(類型に応じ
た対応不明)

掲示なし 未回答 計

23.8% 14.3% 41.3% 20.6% 100.0%

（割合）

対象施設計
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 ６ 喫煙場所への２０歳未満立入禁止の掲示状況 

（第２種施設のうち、屋内分煙、既存特定飲食提供施設及び喫煙目的室と回答の

６３施設） 

   喫煙場所への２０歳未満立入禁止の掲示状況は、「掲示あり」が２５．４％にと

どまり、「掲示なし」が６３．５％となっている。 

 

   表１０－１ ２０歳未満立入禁止の掲示状況（施設数） 

 

 

 

   表１０－２ ２０歳未満立入禁止の掲示状況（割合） 

 

 

 

 

 

 

 

７ 第２種施設の受動喫煙防止対策の法令遵守状況 

   敷地内禁煙、屋内禁煙のほか、屋内分煙のうち喫煙場所の技術的基準及び掲示

を遵守している施設、既存特定飲食提供施設のうち掲示を遵守している施設、並

びに、喫煙目的施設のうち掲示を遵守している施設を合わせた、法令を遵守して

受動喫煙防止対策を実施している施設の割合は７３．６％となっている。 

 

表１１－１ 第２種施設の法令遵守状況（施設種類別・施設数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

掲示あり 掲示なし 未回答 計

16 40 7 63

（施設数）

対象施設計

掲示あり 掲示なし 未回答 計

25.4% 63.5% 11.1% 100.0%

（割合）

対象施設計

製造業 3 11 1 15 5 5 10 25

飲食業 9 24 2 3 1 39 2 5 7 46

宿泊業 1 5 6 3 3 9

小売業 45 39 1 85 11 12 23 2 110

その他 50 104 2 156 32 29 61 2 219

108 183 6 3 1 301 51 2 0 51 104 4 409第2種施設計

（施設数）

事業所

敷地内
禁煙

屋内禁煙

既存特定
飲食提供

施設
(掲示の遵
守に至らな

い)

喫煙目的
施設

(掲示の遵
守に至らな

い)

計

法令を遵守 法令の遵守に至らない

屋内分煙
（技術的基
準又は掲示
の遵守に至
らない）

小計

既存特定
飲食提供

施設
(掲示を遵

守)

喫煙目的
施設

(掲示を遵
守)

受動喫煙
対策なし

小計
未回答

屋内分煙
（技術的基
準・掲示を

遵守）
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   表１１－２ 第２種施設の法令遵守状況（施設種類別・割合） 

 

 

   法令に技術的基準や掲示の義務がある受動喫煙対策を行っている施設について、

法令を遵守している割合は、屋内分煙が１０．５％、既存特定飲食提供施設が  

６０．０％となっている。 

 

   表１１－３ 第２種施設のうち、屋内分煙、既存特定飲食提供施設、喫煙目的

室の法令遵守状況（施設種類別・施設数） 

 

 

 

 

 

 

 

   表１１－４ 第２種施設のうち、屋内分煙、既存特定飲食提供施設、喫煙目的

室の法令遵守状況（施設種類別・割合） 

  

製造業 12.0% 44.0% 4.0% 60.0% 20.0% 20.0% 40.0% 100.0%

飲食業 19.6% 52.2% 4.3% 6.5% 2.2% 84.8% 4.3% 10.9% 15.2% 100.0%

宿泊業 11.1% 55.6% 66.7% 33.3% 33.3% 100.0%

小売業 40.9% 35.5% 0.9% 77.3% 10.0% 10.9% 20.9% 1.8% 100.0%

その他 22.8% 47.5% 0.9% 71.2% 14.6% 13.3% 27.9% 0.9% 100.0%

26.4% 44.8% 1.5% 0.7% 0.2% 73.6% 12.5% 0.5% 0.0% 12.5% 25.4% 1.0% 100.0%第2種施設計

（割合）

事業所

受動喫煙
対策なし

敷地内
禁煙

屋内禁煙

屋内分煙
（技術的基
準・掲示を

遵守）

既存特定
飲食提供
施設

(掲示を遵
守)

喫煙目的
施設

(掲示を遵
守)

小計

屋内分煙
（技術的基
準又は掲示
の遵守に至
らない）

小計
未回答

法令を遵守 法令の遵守に至らない

既存特定
飲食提供
施設

(掲示の遵
守に至らな

い)

喫煙目的
施設

(掲示の遵
守に至らな

い)

計

法令を遵守 6 3 1

法令の遵守に
至らない

51 2

計 57 5 1

屋内分煙
（法令：技術的基
準・掲示義務）

既存特定飲食
提供施設

(法令：掲示義務)

喫煙目的施設
(法令：掲示義務)

（施設数）

法令を遵守 10.5% 60.0% 100.0%

法令の遵守に
至らない

89.5% 40.0%

計 100.0% 100.0% 100.0%

（割合）
屋内分煙

（法令：技術的基
準・掲示義務）

既存特定飲食
提供施設

(法令：掲示義務)

喫煙目的施設
(法令：掲示義務)
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 ８ 今後の受動喫煙防止対策の実施予定 

 （１）第１種施設の実施予定 

    今後の受動喫煙防止対策の実施予定は、「敷地内禁煙」が８８．６％（現在   

８６．１％）、屋内禁煙（特定屋外喫煙場所あり）が５．４％（現在５．７％）

となっている。 

    現在の受動喫煙対策で「屋内分煙」と「受動喫煙対策なし」と回答した施設

からこの設問への回答はなかった。 

 

   表１２－１ 第１種施設の実施予定（施設数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    表１２－２ 第１種施設の実施予定（割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内禁煙 屋内禁煙

(特定屋外喫煙
場所あり)

(特定屋外喫煙
場所なし)

屋内禁煙

(特定屋外喫煙
場所あり)

屋内禁煙

(特定屋外喫煙
場所なし)

屋内分煙 1 1

受動喫煙
対策なし

1 1

計 281 17 16 0 0 3 317

1

回答なし 計屋内分煙
受動喫煙
対策なし

1 273

16

16 24

18
現
在
の
受
動
喫
煙
対
策

敷地内禁煙 272

7

（施設数）

今後の受動喫煙防止対策

敷地内禁煙

2

屋内禁煙 屋内禁煙

(特定屋外喫煙
場所あり)

(特定屋外喫煙
場所なし)

屋内禁煙

(特定屋外喫煙
場所あり)

屋内禁煙

(特定屋外喫煙
場所なし)

屋内分煙 0.3% 0.3%

受動喫煙
対策なし

0.3% 0.3%

計 88.6% 5.4% 5.1% 0.0% 0.0% 0.9% 100.0%

回答なし 計

2.2% 0.3% 5.1% 7.6%

屋内分煙
受動喫煙
対策なし

0.6% 5.1% 5.7%

0.3%

（割合）

今後の受動喫煙防止対策

敷地内禁煙

現
在
の
受
動
喫
煙
対
策

敷地内禁煙 85.8% 86.1%



 

14 

 （２）第２種施設の実施予定 

    今後の受動喫煙防止対策の実施予定は、「敷地内禁煙」が３０．１％（現在  

２６．４％）、「屋内禁煙」が４７．０％（現在４４．８％）、「屋内分煙」が     

１１．９％（現在１４．０％）となっている。 

    「受動喫煙対策なし」は、現在の１２．５％から４．７％に減少しているが、

今後の対策は「未回答」が現在の０．９％から４．４％に増加している。 

 

    表１３－１ 第２種施設の実施予定（施設数） 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    表１３－２ 第２種施設の実施予定（割合） 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

敷地内
禁煙

屋内禁煙 屋内分煙
既存特定
飲食提供

施設

喫煙目的
施設

受動喫煙
対策なし

未回答 計

敷地内禁煙 103 2 3 108

屋内禁煙 17 163 1 2 183

屋内分煙 2 14 35 6 57

既存特定飲食
提供施設

4 1 5

喫煙目的施設 1 1

受動喫煙
対策なし

13 12 3 19 4 51

未回答 1 1 2 4

計 123 192 49 7 1 19 18 409

（施設数）

今後の受動喫煙防止対策

現
在
の
受
動
喫
煙
防
止
対
策

敷地内
禁煙

屋内禁煙 屋内分煙
既存特定
飲食提供

施設

喫煙目的
施設

受動喫煙
対策なし

未回答 計

敷地内禁煙 25.2% 0.5% 0.7% 26.4%

屋内禁煙 4.2% 39.9% 0.2% 0.5% 44.8%

屋内分煙 0.5% 3.4% 8.6% 1.5% 14.0%

既存特定飲食
提供施設

1.0% 0.2% 1.2%

喫煙目的施設 0.2% 0.2%

受動喫煙
対策なし

3.2% 2.9% 0.7% 4.7% 1.0% 12.5%

未回答 0.2% 0.2% 0.5% 0.9%

計 30.1% 47.0% 11.9% 1.7% 0.2% 4.7% 4.4% 100.0%

現
在
の
受
動
喫
煙
防
止
対
策

今後の受動喫煙防止対策

（割合）
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  全体調査のうち飲食業（４６施設）と飲食業追加分（１１１施設）の計１５７施

設について集計 

 

１ 改正健康増進法により、受動喫煙防止対策が強化されたことへの認識 

受動喫煙防止対策が強化されたことへの認識は、「知っている」が９１．１％

であった。 

 

 表１４－１ 受動喫煙防止対策強化の認識（施設数） 

 

 

 

 

  表１４－２ 受動喫煙防止対策強化の認識（割合） 

 

 

 

 

 

 

 ２ 現在の受動喫煙防止対策の実施状況 

受動喫煙防止対策の実施状況は、「敷地内禁煙」が１３．４％、「屋内禁煙」が

４９．１％、「既存特定飲食提供施設」が１１．５％となっている。 

また、「受動喫煙対策なし」が１５．２％となっている。 

 

  表１５－１ 受動喫煙防止対策の実施状況（施設種類別・施設数） 

 

 

 

 

 

  表１５－２ 受動喫煙防止対策の実施状況（施設種類別・割合） 

 

 

 

 

 

Ⅳ 飲食業調査の結果概要 

143 13 1 157

計未回答（施設数） 知っている

飲食業

知らない

21 77 7 18 5 24 5 157飲食業

既存特定
飲食提供

施設
未回答（施設数）

敷地内
禁煙

屋内禁煙 屋内分煙
喫煙目的

施設
受動喫煙
対策なし

計

91.1% 8.3% 0.6% 100.0%

（割合） 計

飲食業

知っている 未回答知らない

13.4% 49.1% 4.4% 11.5% 3.2% 15.2% 3.2% 100.0%

受動喫煙
対策なし

屋内分煙 計

飲食業

（割合）
敷地内
禁煙

既存特定
飲食提供

施設
未回答屋内禁煙

喫煙目的
施設
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２０歳未満の従業員の有無と受動喫煙防止対策の関連では、２０歳未満の従

業員がいると回答した事業所では、「敷地内禁煙」「屋内禁煙」「屋内分煙」のい

ずれかの受動喫煙防止対策を実施している。 

 

   表１６－１ ２０歳未満の従業員の有無と受動喫煙防止対策の関連（施設数） 

 

 

 

 

 

 

 

表１６－２ ２０歳未満の従業員の有無と受動喫煙防止対策の関連（割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 喫煙場所は技術的基準を遵守しているか 

  （飲食業のうち、屋内分煙と回答の７施設） 

   喫煙場所における技術的基準の遵守状況は、全７施設中、「基準を満たしている」

が６施設（８５．７％）となっており、「不明」が１施設（１４．３％）であった。 

 

表１７－１ 技術的基準の順守状況（施設数） 

 

 

 

 

表１７－２ 技術的基準の順守状況（割合） 

 

 

 

 

 

20歳未満
従業員いる

2 8 1 11

20歳未満
従業員いない

19 69 6 18 4 23 5 144

未回答 1 1 2

21 77 7 18 5 24 5 157

飲食業

飲食業計

（施設数）
受動喫煙
対策なし

計未回答
敷地内
禁煙

屋内禁煙 屋内分煙
既存特定
飲食提供

施設

喫煙目的
施設

基準を満た
している

基準を満た
していない

不明 未回答 計

6 0 1 0 7

（施設数）

対象施設計

基準を満た
している

基準を満た
していない

不明 未回答 計

85.7% 0.0% 14.3% 0.0% 100%

（割合）

対象施設計

20歳未満
従業員いる

1.3% 5.1% 0.6% 7.0%

20歳未満
従業員いない

12.1% 43.9% 3.8% 11.5% 2.6% 14.7% 3.2% 91.8%

未回答 0.6% 0.6% 1.2%

13.4% 49.0% 4.4% 11.5% 3.2% 15.3% 3.2% 100.0%

飲食業

飲食業計

（割合）
敷地内
禁煙

屋内禁煙 屋内分煙
既存特定
飲食提供

施設

喫煙目的
施設

受動喫煙
対策なし

未回答 計
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４ 喫煙場所の入口への掲示状況 

（飲食業のうち、屋内分煙と回答の７施設） 

   喫煙場所の入口への掲示状況は、全７施設中、「類型に応じて掲示」は３施設 

（４２．８％）となっており、「掲示なし」が２施設（２８．６％）となっている。 

 

  表１８－１ 喫煙場所入口への掲示状況（施設数） 

       

 

 

 

  表１８－２ 喫煙場所入口への掲示状況（割合） 

 

 

 

 

 

５ 喫煙場所を設置している建物の入口への掲示状況 

（飲食業のうち、屋内分煙、既存特定飲食提供施設及び喫煙目的室と回答の３０

施設） 

   喫煙場所を設置（屋内分煙、既存特定飲食提供施設及び喫煙目的室）している

建物の入口への掲示状況は、全３０施設中、「類型に応じて掲示」は１９施設  

（６３．４％）で、「掲示なし」が６施設（２０．０％）となっている。 

 

  表１９－１ 建物入口への掲示状況（施設数） 

       

 

 

 

 

  表１９－２ 建物入口への掲示状況（割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

類型に応じ
て掲示

掲示あり
(類型に応じ
た対応不明)

掲示なし 未回答 計

19 4 6 1 30

（施設数）

対象施設計

類型に応じ
て掲示

掲示あり
(類型に応じ
た対応不明)

掲示なし 未回答 計

63.4% 13.3% 20.0% 3.3% 100.0%

（割合）

対象施設計

類型に応じ
て掲示

掲示あり
(類型に応じ
た対応不明)

掲示なし 未回答 計

3 2 2 0 7

（施設数）

対象施設計

類型に応じ
て掲示

掲示あり
(類型に応じ
た対応不明)

掲示なし 未回答 計

42.8% 28.6% 28.6% 0.0% 100.0%

（割合）

対象施設計
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 ６ 喫煙場所への２０歳未満立入禁止の掲示状況 

（飲食業のうち、屋内分煙、既存特定飲食提供施設及び喫煙目的室と回答の３０

施設） 

   喫煙場所への２０歳未満立入禁止の掲示状況は、全３０施設中、「掲示あり」が

２０施設（６６．７％）で、「掲示なし」が９施設（３０．０％）となっている。 

 

   表２０－１ ２０歳未満立入禁止の掲示状況（施設数） 

 

 

 

 

   表２０－２ ２０歳未満立入禁止の掲示状況（割合） 

 

 

 

 

 

７ 受動喫煙防止対策の法令遵守状況 

敷地内禁煙、屋内禁煙のほか、屋内分煙のうち喫煙場所の技術的基準及び掲示

を遵守している施設、既存特定飲食提供施設のうち掲示を遵守している施設、並

びに、喫煙目的施設のうち掲示を遵守している施設を合わせた、法令を遵守して

受動喫煙防止対策を実施している施設の割合は７２．０％となっている。 

 

表２１－１ 法令遵守状況（施設種類別・施設数） 

 

 

 

 

 

 

 

   表２１－２ 法令遵守状況（施設種類別・割合） 

 

 

 

 

 

 

掲示あり 掲示なし 未回答 計

20 9 1 30

（施設数）

対象施設計

掲示あり 掲示なし 未回答 計

66.7% 30.0% 3.3% 100.0%

（割合）

対象施設計

21 77 2 11 2 113 5 7 3 24 39 5 157

屋内分煙
（技術的
基準又は
掲示の遵
守に至ら
ない）

受動喫煙
対策なし

小計

飲食業

敷地内
禁煙

屋内禁煙

屋内分煙
（技術的
基準・掲
示を遵
守）

（施設数）

既存特定
飲食提供

施設
(掲示の遵
守に至ら
ない)

喫煙目的
施設

(掲示の遵
守に至ら
ない)

計未回答

法令の遵守に至らない法令を遵守

既存特定
飲食提供

施設
(掲示を遵

守)

喫煙目的
施設

(掲示を遵
守)

小計

13.4% 49.0% 1.3% 7.0% 1.3% 72.0% 3.2% 4.4% 1.9% 15.3% 24.8% 3.2% 100.0%

法令を遵守 法令の遵守に至らない

敷地内
禁煙

屋内禁煙

屋内分煙
（技術的
基準・掲
示を遵
守）

計

既存特定
飲食提供

施設
(掲示の遵
守に至ら
ない)

小計

屋内分煙
（技術的
基準又は
掲示の遵
守に至ら
ない）

受動喫煙
対策なし

小計

喫煙目的
施設

(掲示の遵
守に至ら
ない)

飲食業

未回答（割合）

既存特定
飲食提供

施設
(掲示を遵

守)

喫煙目的
施設

(掲示を遵
守)
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法令に技術的基準や掲示の義務がある受動喫煙対策を行っている施設について、

法令を遵守している割合は、屋内分煙が２８．６％、既存特定飲食提供施設が  

６１．１％、喫煙目的室が４０．０％となっている。 

 

   表２０－３ 屋内分煙、既存特定飲食提供施設、喫煙目的室の法令遵守状況 

（施設種類別・施設数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   表２０－４ 屋内分煙、既存特定飲食提供施設、喫煙目的室の法令遵守状況 

（施設種類別・割合） 

 

 

 

 

  

法令を遵守 2 11 2

法令の遵守に
至らない

5 7 3

計 7 18 5

既存特定飲食
提供施設

(法令：掲示義務)

喫煙目的施設
(法令：掲示義務)

（施設数）
屋内分煙

（法令：技術的基
準・掲示義務）

法令を遵守 28.6% 61.1% 40.0%

法令の遵守に
至らない

71.4% 38.9% 60.0%

計 100.0% 100.0% 100.0%

（割合）
屋内分煙

（法令：技術的基
準・掲示義務）

既存特定飲食
提供施設

(法令：掲示義務)

喫煙目的施設
(法令：掲示義務)
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 ８ 今後の受動喫煙防止対策の実施予定 

    今後の受動喫煙防止対策の実施予定は、「敷地内禁煙」が１７．８％（現在   

１３．４％）、「屋内禁煙」が５０．９％（現在４９．１％）、「既存特定飲食提

供施設」が１５．３％（現在１１．５％）となっている。 

    

   表２２－１ 今後の受動喫煙防止対策の実施予定（施設数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表２２－２ 今後の受動喫煙防止対策の実施予定（割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地内
禁煙

屋内禁煙 屋内分煙
既存特定
飲食提供
施設

喫煙目的
施設

受動喫煙
対策なし

未回答 計

敷地内禁煙 21 21

屋内禁煙 4 72 1 77

屋内分煙 1 5 1 7

既存特定飲食
提供施設

15 3 18

喫煙目的施設 1 4 5

受動喫煙
対策なし

1 6 5 6 6 24

未回答 1 1 3 5

計 28 80 10 24 4 6 5 157

（施設数）

今後の受動喫煙防止対策

現
在
の
受
動
喫
煙
防
止
対
策

敷地内
禁煙

屋内禁煙 屋内分煙
既存特定
飲食提供
施設

喫煙目的
施設

受動喫煙
対策なし

未回答 計

敷地内禁煙 13.4% 13.4%

屋内禁煙 2.6% 45.9% 0.6% 49.1%

屋内分煙 0.6% 3.2% 0.6% 4.4%

既存特定飲食
提供施設

9.5% 2.0% 11.5%

喫煙目的施設 0.6% 2.6% 3.2%

受動喫煙
対策なし

0.6% 3.8% 3.2% 3.8% 3.8% 15.2%

未回答 0.6% 0.6% 2.0% 3.2%

計 17.8% 50.9% 6.4% 15.3% 2.6% 3.8% 3.2% 100.0%

現
在
の
受
動
喫
煙
防
止
対
策

今後の受動喫煙防止対策

（割合）
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Ⅴ 調 査 票 
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受動喫煙防止対策実施状況調査 

 

（官公庁（市町村）用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

青森県健康福祉部がん・生活習慣病対策課 

＜調査票の記入について＞ 

○令和３年４月１日現在の状況についてお答えください。 

○黒のボールペンまたは、鉛筆で御記入ください。 

○回答は、一つだけ選択してください。 

○市町村名を記載してください。（          ） 
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問１ あなたの職場（行政機関）の従業員数は、次のいずれに該当しますか。該当する番号に○

をつけてください。 

 

  １ １０人未満 

  ２ １０～３０人未満 

  ３ ３０～５０人未満 

  ４ ５０～１００人未満 

  ５ １００人以上 

 

問２ あなたの職場（以下、行政機関の庁舎（本庁舎及び分庁舎）についてご回答ください）

は、現在どのような受動喫煙防止対策を行っていますか。該当する番号に○をつけてくださ

い。 

 

  １ 敷地内完全禁煙である 

  ２ 屋内完全禁煙であり、屋外に特定屋外喫煙場所を設置している 

３ 屋内完全禁煙であるが、屋外は受動喫煙防止対策を講じていない 

４ 屋内分煙である 

  ５ 受動喫煙対策を講じていない（１～４のいずれにもあてはまらない） 

 

※ 行政機関の庁舎等は、原則敷地内禁煙（選択肢「１」）だが、屋外に、特定屋外喫煙場

所（喫煙場所が区画され、喫煙をすることができる場所であることを記載した標識が掲示

されており、利用者が通常立ち入らない場所に設置）を設ける（選択肢「２」）ことは可

能。 

  屋内完全禁煙を行い、屋外に上記要件を満たす特定屋外喫煙場所を設置することは受動

喫煙防止対策を講じていることとなるが、それ以外（屋外に要件を満たさない喫煙場所を

設ける、または、屋外は特に規制していない）では受動喫煙防止対策を講じていない（選

択肢「３」）となる。 

 

問３ あなたの職場は、今後どのような受動喫煙防止対策を行う予定ですか。 

該当する番号に○をつけてください。 

 

  １ 現在の受動喫煙防止対策を続ける 

  ２ 今後、敷地内完全禁煙を行う 

  ３ 現在、敷地内完全禁煙だが、今後、屋外に特定屋外喫煙場所を設置する 

４ 現在、屋内完全禁煙だが、今後、屋外に特定屋外喫煙場所を設置する 

５ 今後、屋内完全禁煙としたうえで、屋外に特定屋外喫煙場所を設置する 

６ その他（具体的に記載してください） 

（                                      ） 
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受動喫煙防止対策実施状況調査 

 

（学校・保育施設用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

青森県健康福祉部がん・生活習慣病対策課 
 

＜調査票の記入について＞ 

○令和３年４月１日現在の状況についてお答えください。 

○黒のボールペンまたは、鉛筆で御記入ください。 

○回答は、一つだけ選択してください。 
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問１ あなたの職場の管轄保健所は、次のいずれかに該当しますか。該当する番号に○をつけて 

ください。 

  １ 東地方保健所 （平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町） 

  ２ 弘前保健所  （弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎舘村、 

板柳町） 

  ３ 三戸保健所  （おいらせ町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村） 

  ４ 五所川原保健所（五所川原市、つがる市、鯵ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町） 

  ５ 上十三保健所 （十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、 

            横浜町、六ヶ所村） 

  ６ むつ保健所  （むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村） 

  ７ 青森市保健所 （青森市） 

  ８ 八戸市保健所 （八戸市） 

 

問２ あなたの職場は次のいずれに該当しますか。該当する番号に○をつけてください。 

               

  １ 中学校                            

  ２ 高等学校                           

 ３ １～２以外のその他の学校・大学                

 ４ 保育所（園）・こども園・幼稚園 

 

問３ あなたの職場の従業員数は、次のいずれに該当しますか。該当する番号に○をつけてくだ 

さい。 

 

  １ １０人未満 

  ２ １０～３０人未満 

  ３ ３０～５０人未満 

  ４ ５０～１００人未満 

  ５ １００人以上 

 

問４ 令和２年４月に全面施行された改正健康増進法により、受動喫煙対策が強化（＊1）され

たことを知っていますか。該当する番号に○をつけてください。 

 

  １ 知っている 

  ２ 知らない 

 

  ＊1 学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等は、原則敷地内禁煙。 

    ただし、屋外に、特定屋外喫煙場所（喫煙場所が区画され、喫煙をすることができる場

所であることを記載した標識が掲示されており、利用者が通常立ち入らない場所に設置）

を設けることは可能。 
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問５ あなたの職場は、現在どのような受動喫煙防止対策を行っていますか。該当する番号に○ 

をつけてください。 

 

  １ 敷地内完全禁煙である 

  ２ 屋内完全禁煙であり、屋外に特定屋外喫煙場所を設置している 

３ 屋内完全禁煙であるが、屋外は受動喫煙防止対策を講じていない 

４ 屋内分煙である 

 ５ 受動喫煙対策を講じていない（１～４のいずれにもあてはまらない） 

 

  ※ 屋内完全禁煙を行い、屋外に前頁問４＊1 の要件を満たす特定屋外喫煙場所を設置する

（選択肢「２」）ことは受動喫煙防止対策を講じていることとなるが、それ以外（屋外に要

件を満たさない喫煙場所を設ける、屋外は特に規制していない）では受動喫煙防止対策を講

じていない（選択肢「３」）となる。  

 

 

問６ あなたの職場は、今後どのような受動喫煙防止対策を行う予定ですか。該当する番号に○ 

をつけてください。 

 

  １ 現在の受動喫煙防止対策を続ける 

  ２ 今後、敷地内完全禁煙を行う 

  ３ 現在、敷地内完全禁煙だが、今後、屋外に特定屋外喫煙場所を設置する 

４ 現在、屋内完全禁煙だが、今後、屋外に特定屋外喫煙場所を設置する 

５ 今後、屋内完全禁煙としたうえで、屋外に特定屋外喫煙場所を設置する 

６ その他（具体的に記載してください） 

（                                      ） 

 

 

ご協力ありがとうございました。 
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受動喫煙防止対策実施状況調査 

 

（医療機関用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

青森県健康福祉部がん・生活習慣病対策課 
 

＜調査票の記入について＞ 

○令和３年４月１日現在の状況についてお答えください。 

○黒のボールペンまたは、鉛筆で御記入ください。 

○回答は、一つだけ選択してください。 



 

29 

問１ あなたの職場の管轄保健所は、次のいずれかに該当しますか。該当する番号に○をつけて 

ください。 

 

  １ 東地方保健所 （平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町） 

  ２ 弘前保健所  （弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎舘村、 

板柳町） 

  ３ 三戸保健所  （おいらせ町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村） 

  ４ 五所川原保健所（五所川原市、つがる市、鯵ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町） 

  ５ 上十三保健所 （十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、 

            横浜町、六ヶ所村） 

  ６ むつ保健所  （むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村） 

  ７ 青森市保健所 （青森市） 

  ８ 八戸市保健所 （八戸市） 

 

問２ あなたの職場は次のいずれに該当しますか。該当する番号に○をつけてください。 

 

  １ 病院                             

２ 診療所                            

 

問３ あなたの職場の従業員数は、次のいずれに該当しますか。該当する番号に○をつけてくだ 

さい。 

 

  １ １０人未満 

  ２ １０～３０人未満 

  ３ ３０～５０人未満 

  ４ ５０～１００人未満 

  ５ １００人以上 

 

問４ 令和２年４月に全面施行された改正健康増進法により、受動喫煙対策が強化（＊1）され

たことを知っていますか。該当する番号に○をつけてください。 

  １ 知っている 

  ２ 知らない 

 

  ＊1 学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等は、原則敷地内禁煙。 

    ただし、屋外に、特定屋外喫煙場所（受動喫煙防止対策として、喫煙場所が区画され、

喫煙をすることができる場所であることを記載した標識が掲示されており、利用者が通常

立ち入らない場所に設置）を設けることは可能。 
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問５ あなたの職場は、現在どのような受動喫煙防止対策を行っていますか。該当する番号に○ 

をつけてください。 

 

  １ 敷地内完全禁煙である 

  ２ 屋内完全禁煙であり、屋外に特定屋外喫煙場所を設置している 

３ 屋内完全禁煙であるが、屋外は受動喫煙防止対策を講じていない 

４ 屋内分煙である 

 ５ 受動喫煙対策を講じていない（１～４のいずれにもあてはまらない） 

 

  ※ 屋内完全禁煙を行い、屋外に前頁問４＊1 の要件を満たす特定屋外喫煙場所を設置する

（選択肢「２」）ことは受動喫煙防止対策を講じていることとなるが、それ以外（屋外に要

件を満たさない喫煙場所を設ける、屋外は特に規制していない）では受動喫煙防止対策を講

じていない（選択肢「３」）となる。  

 

 

問６ あなたの職場は、今後どのような受動喫煙防止対策を行う予定ですか。該当する番号に○ 

をつけてください。 

 

  １ 現在の受動喫煙防止対策を続ける 

  ２ 今後、敷地内完全禁煙を行う 

  ３ 現在、敷地内完全禁煙だが、今後、屋外に特定屋外喫煙場所を設置する 

４ 現在、屋内完全禁煙だが、今後、屋外に特定屋外喫煙場所を設置する 

５ 今後、屋内完全禁煙としたうえで、屋外に特定屋外喫煙場所を設置する 

６ その他（具体的に記載してください） 

（                                      ） 

 

 

                        ご協力ありがとうございました。 
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受動喫煙防止対策実施状況調査 

 

（事業所用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

青森県健康福祉部がん・生活習慣病対策課 

＜調査票の記入について＞ 

○令和３年４月１日現在の状況についてお答えください。 

○黒のボールペンまたは、鉛筆で御記入ください。 

○回答は、一つだけ選択してください。 
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問１ あなたの職場の管轄保健所は、次のいずれかに該当しますか。該当する番号に○をつけて

ください。 

  １ 東地方保健所 （平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町） 

  ２ 弘前保健所  （弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎舘村、 

板柳町） 

  ３ 三戸保健所  （おいらせ町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村） 

  ４ 五所川原保健所（五所川原市、つがる市、鯵ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町） 

  ５ 上十三保健所 （十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、 

            横浜町、六ヶ所村） 

  ６ むつ保健所  （むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村） 

  ７ 青森市保健所 （青森市） 

  ８ 八戸市保健所 （八戸市） 

 

問２ あなたの職場は次のいずれに該当しますか。該当する番号に○をつけてください。 

  １ 製造業 

  ２ 飲食業 

  ３ 宿泊業 

  ４ 小売業 

  ５ その他（建設業、商業、金融、運輸・倉庫、情報・通信、上記以外サービス業 など）                          

 

問３ あなたの職場の従業員数は、次のいずれに該当しますか。該当する番号に○をつけてください。 

  １ １０人未満 

  ２ １０～３０人未満 

  ３ ３０～５０人未満 

  ４ ５０～１００人未満 

  ５ １００人以上 

 

問４ あなたの職場には、２０歳未満の従業員はいますか。該当する番号に○をつけてください。 

  １ ２０歳未満の従業員がいる 

  ２ ２０歳未満の従業員はいない 

 

問５ 令和２年４月に全面施行された改正健康増進法により、受動喫煙対策が強化（＊1）され
たことを知っていますか。該当する番号に○をつけてください。 

  

  １ 知っている 

  ２ 知らない 
 

  ＊1 飲食店、事業所、工場、小売店等は、原則屋内禁煙。 

    ただし、一定の設置基準を満たす喫煙室を屋内に設けることは可能。 

    また、令和 2 年 4 月 1 日時点で既に営業している、客席部分が 100 ㎡以下などの要件を

満たす飲食店（既存特定飲食提供施設）は、保健所に届け出のうえ、所定の掲示をするこ

とで、店内の喫煙が可能。 
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問６ あなたの職場は、現在どのような受動喫煙防止対策を行っていますか。 

該当する番号に○をつけてください。 

 

  １ 敷地内完全禁煙である（敷地内に喫煙場所はない）  →問 11 へ進んでください 

  ２ 屋内完全禁煙である（屋内に喫煙場所はない）    →問 11 へ進んでください 

  ３ 屋内分煙（喫煙場所を設けている）を行っている   →問７へ進んでください  

  ４ 既存特定飲食提供施設である            →問 9 へ進んでください  

５ 喫煙目的施設（喫煙を主目的とするバー、スナック等 →問 9 へ進んでください 

でたばこの販売許可を得て、たばこを対面販売している） 

６ 分煙を行っていない               →問 11 へ進んでください 

 

  ※ 同一の建物に複数の事業所が入居している場合 

    あなたの事業所が入居している建物が敷地内完全禁煙である場合は選択肢「１」、 

   建物の管理者（又は他の事業所）が喫煙場所を設けているが、あなたの事業所では禁煙と
している場合は選択肢「２」、あなたの事業所で喫煙場所を設けている場合は選択肢
「３」、としてください。 

 

問７ 屋内に設ける喫煙場所は、技術的基準（＊2）を満たす喫煙室とする必要がありますが、

あなたの職場の喫煙場所は基準を満たしていますか。該当する番号に○をつけてください。 

 

  １ 基準を満たしている 

  ２ 基準を満たしていない 

  ３ 基準を満たしているか分からない 

 

  ＊2 次の①から③を全て満たすこと 

    ① 出入口において、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が 0.2m/秒以上 

    ② たばこの煙が喫煙室の内側から外側に流出しないよう壁・天井等によって区画 

    ③ たばこの煙が施設の屋外に排気 

 

 

問８ 屋内に喫煙室を設ける場合、喫煙室の出入口にその旨を示す標識の掲示が必要ですが、あ

なたの職場の喫煙室には掲示していますか。該当する番号に○をつけてください。 

 

  １ 喫煙室の類型に応じた掲示を行っている（該当する類型にも○をつけてください。） 

    ａ 喫煙専用室 

    ｂ 指定たばこ専用喫煙室（加熱式たばこに限り喫煙可能） 

 ２ 掲示は行っているが、類型に応じたものであるか、わからない 

 ３ 掲示は行っていない 
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問９ 屋内に喫煙室を設ける場合、又は、既存特定飲食提供施設や喫煙目的施設で喫煙できる場

合、事業所（店舗）の出入口にその旨を示す標識の掲示が必要ですが、あなたの職場の事業

所（店舗）の出入口には掲示していますか。該当する番号に○をつけてください。 

  １ 喫煙室の類型に応じた掲示を行っている（該当する類型にも○をつけてください。） 

    ａ 喫煙専用室 

    ｂ 指定たばこ専用喫煙室（加熱式たばこに限り喫煙可能） 

    ｃ 既存特定飲食提供施設 

    ｄ 喫煙目的施設（喫煙を主目的とするバー、スナック等でたばこの販売許可を得て、

たばこを対面販売している） 

 ２ 掲示は行っているが、類型に応じたものであるか、わからない 

 ３ 掲示は行っていない 

 

問 10 喫煙室、又は、既存特定飲食提供施設や喫煙目的施設には 20 歳未満の者は立入禁止（従

業員であっても 20 歳未満であれば立入禁止）であり、その旨の掲示が必要ですが、あなた

の職場の喫煙室（又は既存特定飲食提供施設や喫煙目的施設）の出入口には、20 歳未満の者

は立入禁止である旨の掲示をしていますか。 

該当する番号に○をつけてください。 

  １ 掲示を行っている。 

  ２ 掲示を行っていない。 

 

問 11 あなたの職場は、今後どのような受動喫煙防止対策を行う予定ですか。該当する番号に○

をつけてください。 

 

  １ 現在の受動喫煙防止対策を続ける 

  ２ 今後、敷地内完全禁煙を行う（敷地内に喫煙場所を設けない） 

  ３ 今後、屋内完全禁煙を行う（屋内に喫煙場所を設けない） 

  ４ 今後、屋内分煙を行う（屋内に基準を満たす喫煙室を設ける） 

  ５ 既存特定飲食提供施設として、掲示を行ったうえで、屋内での喫煙を可とする 

 

  ※既存特定飲食提供施設を除く飲食店、事業所、工場、小売店等は、原則屋内禁煙であり、基
準を満たす喫煙室を屋内に設けることは可能ですが、屋内全体で喫煙を認める（分煙しな
い）ことはできません。 

 

 

                        ご協力ありがとうございました。 
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Ⅵ 参 考 資 料 

            （ 全 体 調 査 ） 
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表１　対象施設（施設種別別、従業員数別、圏域別）

東地方 青森市 三戸 八戸市
10人未満 0
10～30人未満 0
30～50人未満 1 2 3
50～100人未満 2 2 1 1 1 2 1 7
100人以上 3 2 1 6 7 6 1 6 6 2 30
未回答 0
小計 5 4 1 8 8 7 1 6 8 5 0 40
10人未満 0
10～30人未満 1 1 1 2
30～50人未満 1 1 1
50～100人未満 2 2 2
100人以上 0
未回答 0
小計 2 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0 5
10人未満 0
10～30人未満 1 1 1 1 1 3
30～50人未満 3 1 4
50～100人未満 1 1 1 5 5 7
100人以上 1 1 1
未回答 0
小計 3 1 2 4 6 0 6 1 1 0 0 15
10人未満 1 1 1 1 1 3
10～30人未満 1 1 3 2 2 1 7
30～50人未満 0
50～100人未満 1 1 3 4
100人以上 4 4 1 4 4 1 10
未回答 0
小計 7 0 7 7 7 0 7 1 2 0 0 24
10人未満 2 2 4 1 1 3 4 1 15
10～30人未満 12 1 11 8 11 2 9 7 8 4 50
30～50人未満 7 7 1 3 3 3 1 15
50～100人未満 0
100人以上 0
未回答 0
小計 21 1 20 13 15 3 12 10 15 6 0 80
10人未満 0
10～30人未満 0
30～50人未満 1 1 1
50～100人未満 4 1 3 2 6 2 4 1 2 1 16
100人以上 12 12 17 15 3 12 6 6 2 58
未回答 0
小計 16 1 15 19 22 5 17 7 8 3 0 75
10人未満 12 12 13 9 1 8 4 10 4 52
10～30人未満 4 4 5 6 2 4 1 3 1 20
30～50人未満 2 2 2 1 5
50～100人未満 1 1
100人以上 0
未回答 0
小計 18 0 18 20 15 3 12 6 14 5 0 78
10人未満 2 1 1 3 3 2 1 2 2 2 14
10～30人未満 1 1 1 3 1 2 1 6
30～50人未満 1 2 2 3
50～100人未満 1 1 2
100人以上 0
未回答 0
小計 3 1 2 6 8 3 5 3 3 2 0 25
10人未満 7 1 6 8 9 9 5 12 2 43
10～30人未満 1 2 2 3
30～50人未満 0
50～100人未満 0
100人以上 0
未回答 0
小計 7 1 6 9 11 0 11 5 12 2 0 46
10人未満 1 2 2 1 1 5
10～30人未満 1 1 1 1 1 3
30～50人未満 0
50～100人未満 1 1
100人以上 0
未回答 0
小計 1 0 1 2 3 0 3 0 1 2 0 9
10人未満 18 1 17 19 24 7 17 12 12 8 93
10～30人未満 3 3 3 4 2 2 1 1 12
30～50人未満 2 2 1 3
50～100人未満 1 1 1
100人以上 1 1 1
未回答 0
小計 22 1 21 22 31 9 22 12 14 9 0 110
10人未満 36 36 27 39 5 34 19 28 10 159
10～30人未満 10 10 7 8 2 6 8 5 3 41
30～50人未満 1 1 3 4 4 1 9
50～100人未満 4 4 1 3 3 8
100人以上 1 1
未回答 0
小計 51 0 51 38 54 7 47 27 34 14 0 218
10人未満 0
10～30人未満 0
30～50人未満 1 1 1
50～100人未満 0
100人以上 0
未回答 0
小計 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
10人未満 78 3 75 75 88 16 72 45 70 28 384
10～30人未満 34 2 32 29 38 9 29 17 19 10 147
30～50人未満 11 11 11 13 1 12 1 6 3 45
50～100人未満 13 3 10 10 17 3 14 3 4 2 49
100人以上 20 2 18 24 27 9 18 12 13 5 101
未回答 0
合計 156 10 146 149 183 38 145 78 112 48 0 726

中学校

施設種別 従業員数 東青 中南 上北 下北 未回答 総計

市町村

三八 西北

その他

未回答

総計

高等学校

その他の

学校・大学

保育所・

幼稚園・

こども園

病院

診療所

製造業

飲食業

小売業

宿泊業
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表２　受動喫煙防止対策強化の認識（施設種別別、圏域別）

東地方 青森市 三戸 八戸市

知っている 2 2 1 1 1 4

知らない 1 1 1

未回答 0

小計 2 2 1 2 0 2 0 0 0 0 5

知っている 3 1 2 4 5 5 1 1 14

知らない 1 1 1

未回答 0

小計 3 1 2 4 6 0 6 1 1 0 0 15

知っている 7 7 7 7 7 1 2 24

知らない 0

未回答 0

小計 7 7 7 7 0 7 1 2 0 0 24

知っている 21 1 20 10 13 2 11 10 11 6 71

知らない 2 3 2 1 4 9

未回答 0

小計 21 1 20 12 16 4 12 10 15 6 0 80

知っている 16 1 15 18 22 5 17 6 8 3 73

知らない 1 1 2

未回答 0

小計 16 1 15 19 22 5 17 7 8 3 0 75

知っている 15 15 16 15 3 12 5 13 4 68

知らない 3 3 4 1 1 1 10

未回答 0

小計 18 18 20 15 3 12 6 14 5 0 78

知っている 2 2 5 6 2 4 1 2 1 17

知らない 1 1 1 2 1 1 2 1 1 8

未回答 0

小計 3 1 2 6 8 3 5 3 3 2 0 25

知っている 6 1 5 9 10 10 5 12 2 44

知らない 1 1 1 1 2

未回答 0

小計 7 1 6 9 11 0 11 5 12 2 0 46

知っている 1 1 2 3 3 1 2 9

知らない 0

未回答 0

小計 1 1 2 3 0 3 0 1 2 0 9

知っている 18 18 17 23 6 17 11 9 8 86

知らない 4 1 3 5 8 3 5 1 5 1 24

未回答 0

小計 22 1 21 22 31 9 22 12 14 9 0 110

知っている 43 43 31 44 7 37 23 27 13 181

知らない 8 8 6 10 10 4 7 1 36

未回答 1 1

小計 51 51 38 54 7 47 27 34 14 0 218

知っている 1 1 1

知らない 0

未回答 0

小計 0 1 1 0 0 0 0 0 1

知っている 134 4 130 120 150 26 124 63 86 39 592

知らない 17 2 15 19 26 6 20 9 18 4 93

未回答 1 1

合計 151 6 145 140 176 32 144 72 104 43 0 686

総計

高等学校

その他の

学校・大学

保育所・

幼稚園・

こども園

病院

診療所

製造業

飲食業

宿泊業

小売業

その他

未回答

上北 下北 未回答 総計

中学校

施設種別 従業員数 東青 中南 三八 西北
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表３　現在の受動喫煙防止対策の実施状況（第１種施設）（施設種別別、圏域別）

東地方 青森市 三戸 八戸市

敷地内禁煙 5 4 1 7 6 5 1 4 4 5 31

屋内禁煙(特定屋外あり) 1 2 2 2 3 8

屋内禁煙(特定屋外なし) 1 1

屋内分煙 0

受動喫煙対策なし 0

0

5 4 1 8 8 7 1 6 8 5 0 40

敷地内禁煙 2 2 1 2 2 5

屋内禁煙(特定屋外あり) 0

屋内禁煙(特定屋外なし) 0

屋内分煙 0

受動喫煙対策なし 0

0

2 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0 5

敷地内禁煙 3 1 2 4 6 6 1 1 15

屋内禁煙(特定屋外あり) 0

屋内禁煙(特定屋外なし) 0

屋内分煙 0

受動喫煙対策なし 0

0

3 1 2 4 6 0 6 1 1 0 0 15

敷地内禁煙 7 7 7 6 6 1 1 22

屋内禁煙(特定屋外あり) 1 1 1 2

屋内禁煙(特定屋外なし) 0

屋内分煙 0

受動喫煙対策なし 0

0

7 0 7 7 7 0 7 1 2 0 0 24

敷地内禁煙 20 1 19 10 14 3 11 8 14 6 72

屋内禁煙(特定屋外あり) 2 2

屋内禁煙(特定屋外なし) 2 2 1 1 1 5

屋内分煙 0

受動喫煙対策なし 1 1 1

0

21 1 20 12 16 4 12 10 15 6 0 80

敷地内禁煙 15 1 14 16 19 4 15 7 8 3 68

屋内禁煙(特定屋外あり) 3 2 1 1 5

屋内禁煙(特定屋外なし) 1 1 1 1 2

屋内分煙 0

受動喫煙対策なし 0

0

16 1 15 19 22 5 17 7 8 3 0 75

敷地内禁煙 14 14 14 12 1 11 6 9 5 60

屋内禁煙(特定屋外あり) 1 1 1

屋内禁煙(特定屋外なし) 3 3 5 3 2 1 5 16

屋内分煙 1 1

受動喫煙対策なし 0

0

18 0 18 20 15 3 12 6 14 5 0 78

敷地内禁煙 0

屋内禁煙(特定屋外あり) 0

屋内禁煙(特定屋外なし) 0

屋内分煙 0

受動喫煙対策なし 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

敷地内禁煙 66 7 59 59 65 13 52 27 37 19 273

屋内禁煙(特定屋外あり) 1 1 4 5 3 2 4 4 18

屋内禁煙(特定屋外なし) 4 4 7 6 3 3 7 24

屋内分煙 1 1

受動喫煙対策なし 1 1 1

0

72 7 65 71 76 19 57 31 48 19 0 317

法令を

遵守

せず

未回答

小計

現在の対策

法令を

遵守

法令を

遵守

せず

未回答

小計

法令を

遵守

小計

法令を

遵守

法令を

遵守

せず

未回答

小計

未回答

小計

法令を

遵守

法令を

遵守

せず

未回答

法令を

遵守

せず

未回答

小計

法令を

遵守

法令を

遵守

せず

法令を

遵守

法令を

遵守

せず

未回答

小計

法令を

遵守

未回答

総計

高等学校

その他の

学校・大学

保育所・

幼稚園・

こども園

病院

診療所

上北 下北 未回答 総計

市町村

三八 西北

法令を

遵守

法令を

遵守

せず

未回答

小計

中学校

施設種別 東青 中南

法令を

遵守

法令を

遵守

せず

未回答

小計
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表４　現在の受動喫煙防止対策の実施状況（第２種施設）（施設種別別、圏域別）

東地方 青森市 三戸 八戸市

敷地内禁煙 1 2 3

屋内禁煙 2 2 2 4 1 3 1 2 11

屋内分煙 2 2 2 1 1 6

既存特定飲食提供施設 0

喫煙目的室 0

受動喫煙対策なし 1 1 1 2 2 1 5

未回答 0

小計 3 1 2 6 8 3 5 3 3 2 0 25

敷地内禁煙 1 1 3 3 3 2 9

屋内禁煙 5 1 4 4 3 3 1 9 2 24

屋内分煙 1 1 1 1 2

既存特定飲食提供施設 1 2 2 1 1 5

喫煙目的室 1 1

受動喫煙対策なし 1 2 2 1 1 5

未回答 0

小計 7 1 6 9 11 0 11 5 12 2 0 46

敷地内禁煙 1 1 1

屋内禁煙 1 1 1 1 1 2 5

屋内分煙 1 1 1 1 3

既存特定飲食提供施設 0

喫煙目的室 0

受動喫煙対策なし 0

未回答 0

小計 1 0 1 2 3 0 3 0 1 2 0 9

敷地内禁煙 9 9 9 13 3 10 6 5 3 45

屋内禁煙 9 9 6 13 5 8 2 6 3 39

屋内分煙 3 3 1 3 1 2 1 2 2 12

既存特定飲食提供施設 0

喫煙目的室 0

受動喫煙対策なし 1 1 4 2 2 3 1 1 12

未回答 2 2

小計 22 1 21 22 31 9 22 12 14 9 0 110

敷地内禁煙 13 13 7 11 1 10 5 11 3 50

屋内禁煙 22 22 18 29 29 12 12 10 103

屋内分煙 8 8 8 9 4 5 3 6 34

既存特定飲食提供施設 0

喫煙目的室 0

受動喫煙対策なし 8 8 5 4 1 3 6 5 1 29

未回答 1 1 1 2

小計 51 0 51 38 54 7 47 27 34 14 0 218

敷地内禁煙 0

屋内禁煙 1 1 1

屋内分煙 0

既存特定飲食提供施設 0

喫煙目的室 0

受動喫煙対策なし 0

未回答 0

小計 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1

敷地内禁煙 23 23 20 28 4 24 13 16 8 108

屋内禁煙 39 1 38 31 51 7 44 16 29 17 183

屋内分煙 12 12 12 16 5 11 5 10 2 57

既存特定飲食提供施設 1 2 2 1 1 5

喫煙目的室 1 1

受動喫煙対策なし 10 2 8 11 10 3 7 11 7 2 51

未回答 2 1 1 1 4

合計 84 3 81 77 108 20 88 47 64 29 0 409

総計

製造業

上北 下北 未回答

飲食業

宿泊業

小売業

その他

未回答

総計施設種別 現在の対策 東青 中南 三八 西北
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表５　２０歳未満の従業員の有無と受動喫煙防止対策の実施状況（第２種施設）（施設種別別）

敷地内禁煙 屋内禁煙 屋内分煙
既存特定

飲食提供施設
喫煙目的室 受動喫煙なし 未回答 総計

20歳未満

従業員いる
2 1 3

20歳未満

従業員いない
3 9 5 5 22

未回答 0

小計 3 11 6 0 0 5 0 25

20歳未満

従業員いる
2 1 3

20歳未満

従業員いない
7 24 1 5 1 4 42

未回答 1 1

小計 9 24 2 5 1 5 0 46

20歳未満

従業員いる
2 1 3

20歳未満

従業員いない
1 3 2 6

未回答 0

小計 1 5 3 0 0 0 0 9

20歳未満

従業員いる
11 4 2 17

20歳未満

従業員いない
34 35 10 12 2 93

未回答 0

小計 45 39 12 0 0 12 2 110

20歳未満

従業員いる
1 3 4 8

20歳未満

従業員いない
48 99 30 29 2 208

未回答 1 1 2

小計 50 103 34 0 0 29 2 218

20歳未満

従業員いる
1 1

20歳未満

従業員いない
0

未回答 0

小計 0 1 0 0 0 0 0 1

20歳未満

従業員いる
14 12 9 35

20歳未満

従業員いない
93 170 48 5 1 50 4 371

未回答 1 1 1 3

小計 108 183 57 5 1 51 4 409

20歳未満

従業員の有無

現在の対策

製造業

飲食業

宿泊業

小売業

その他

未回答

総計

施設種別
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表６　喫煙場所の技術的基準の遵守状況（第２種施設）（施設種別別）

3 1 2 6

2 2

3 3

8 3 1 12

17 7 10 34

33 8 15 1 57

表７　喫煙場所の入口への掲示状況（第２種施設）（施設種別別）

1 2 3 6

2 2

2 1 3

1 1 8 2 12

10 5 14 5 34

16 9 25 7 57

その他

飲食業

基準を

満たしている

基準を

満たしていない

宿泊業

小売業

不明 未回答 総計施設種別

製造業

その他

総計

施設種別
類型に応じて

掲示

掲示あり

(類型に応じた

対応か不明)

総計

製造業

飲食業

宿泊業

小売業

掲示なし 未回答

総計
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表８　喫煙場所を設置している建物の入口への掲示状況（第２種施設）（施設種別別）

1 2 2 1 6

分煙 2 2

既存特定

飲食提供施設
4 1 5

喫煙目的室 1 1

計 7 0 1 0 8

1 2 3

1 2 7 2 12

6 5 15 8 34

15 9 26 13 63

表９　喫煙場所への２０歳未満立入禁止の掲示状況（第２種施設）（施設種別別）

1 5 6

分煙 2 2

既存特定

飲食提供施設
3 2 5

喫煙目的室 1 1

計 6 2 0 8

1 2 3

2 8 2 12

6 23 5 34

16 40 7 63

施設種別
類型に応じて

掲示

掲示あり

(類型に応じた

対応か不明)

掲示なし 総計

製造業

宿泊業

小売業

その他

未回答

総計

飲食業

施設種別
類型に応じて

掲示
掲示なし

その他

総計

未回答 総計

製造業

飲食業

宿泊業

小売業
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表１０　第２種施設の受動喫煙防止対策の法令遵守状況（施設種別別、圏域別）

東地方 青森市 三戸 八戸市

敷地内禁煙 1 2 3
屋内禁煙 2 2 2 4 1 3 1 2 11
屋内分煙(技術的基準・掲示を遵守) 1 1
既存特定飲食提供施設(掲示を遵守) 0
喫煙目的室(掲示を遵守) 0
屋内分煙(技術的基準・掲示満たさず) 2 2 2 1 5
既存特定飲食提供施設(掲示満たさず) 0
喫煙目的室(掲示満たさず) 0
受動喫煙対策なし 1 1 1 2 2 1 5

0
3 1 2 6 8 3 5 3 3 2 0 25

敷地内禁煙 1 1 3 3 3 2 9
屋内禁煙 5 1 4 4 3 3 1 9 2 24
屋内分煙(技術的基準・掲示を遵守) 1 1 1 1 2
既存特定飲食提供施設(掲示を遵守) 1 1 1 1 3
喫煙目的室(掲示を遵守) 1 1
屋内分煙(技術的基準・掲示満たさず) 0
既存特定飲食提供施設(掲示満たさず) 1 1 1 2
喫煙目的室(掲示満たさず) 0
受動喫煙対策なし 1 2 2 1 1 5

0
7 1 6 9 11 0 11 5 12 2 0 46

敷地内禁煙 1 1 1
屋内禁煙 1 1 1 1 1 2 5
屋内分煙(技術的基準・掲示を遵守) 0
既存特定飲食提供施設(掲示を遵守) 0
喫煙目的室(掲示を遵守) 0
屋内分煙(技術的基準・掲示満たさず) 1 1 1 1 3
既存特定飲食提供施設(掲示満たさず) 0
喫煙目的室(掲示満たさず) 0
受動喫煙対策なし 0

0
1 0 1 2 3 0 3 0 1 2 0 9

敷地内禁煙 9 9 9 13 3 10 6 5 3 45
屋内禁煙 9 9 6 13 5 8 2 6 3 39
屋内分煙(技術的基準・掲示を遵守) 1 1 1
既存特定飲食提供施設(掲示を遵守) 0
喫煙目的室(掲示を遵守) 0
屋内分煙(技術的基準・掲示満たさず) 2 2 1 3 1 2 1 2 2 11
既存特定飲食提供施設(掲示満たさず) 0
喫煙目的室(掲示満たさず) 0
受動喫煙対策なし 1 1 4 2 2 3 1 1 12

2 2
22 1 21 22 31 9 22 12 14 9 0 110

敷地内禁煙 13 13 7 11 1 10 5 11 3 50
屋内禁煙 22 22 18 29 29 12 12 10 103
屋内分煙(技術的基準・掲示を遵守) 1 1 1 2
既存特定飲食提供施設(掲示を遵守) 0
喫煙目的室(掲示を遵守) 0
屋内分煙(技術的基準・掲示満たさず) 7 7 7 9 4 5 3 6 32
既存特定飲食提供施設(掲示満たさず) 0
喫煙目的室(掲示満たさず) 0
受動喫煙対策なし 8 8 5 4 1 3 6 5 1 29

1 1 1 2
51 0 51 38 54 7 47 27 34 14 0 218

敷地内禁煙 0
屋内禁煙 1 1 1
屋内分煙(技術的基準・掲示を遵守) 0
既存特定飲食提供施設(掲示を遵守) 0
喫煙目的室(掲示を遵守) 0
屋内分煙(技術的基準・掲示満たさず) 0
既存特定飲食提供施設(掲示満たさず) 0
喫煙目的室(掲示満たさず) 0
受動喫煙対策なし 0

0
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1

敷地内禁煙 23 23 20 28 4 24 13 16 8 108
屋内禁煙 39 1 38 31 51 7 44 16 29 17 183
屋内分煙(技術的基準・掲示を遵守) 3 3 1 1 1 1 6
既存特定飲食提供施設(掲示を遵守) 1 1 1 1 3
喫煙目的室(掲示を遵守) 1 1
屋内分煙(技術的基準・掲示満たさず) 9 9 11 15 5 10 4 10 2 51
既存特定飲食提供施設(掲示満たさず) 1 1 1 2
喫煙目的室(掲示満たさず) 0
受動喫煙対策なし 10 2 8 11 10 3 7 11 7 2 51

2 1 1 1 4
84 3 81 77 108 20 88 47 64 29 0 409

未回答

小計

法令を

遵守

法令の

遵守に

至らず

未回答

小計

法令を

遵守

法令の

遵守に

至らず

小計

法令を

遵守

法令の

遵守に

至らず

未回答

小計

法令を

遵守

法令の

遵守に

至らず

未回答

小計

法令を

遵守

法令の

遵守に

至らず

未回答

宿泊業

小売業

その他

未回答

総計

上北 下北 未回答 総計

製造業

東青 中南 三八 西北

法令を

遵守

法令の

遵守に

至らず

未回答

小計

飲食業

現在の対策

法令の

遵守に

至らず

未回答

小計

施設種別

法令を

遵守
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表11　今後の受動喫煙防止対策の実施状況（第１種施設）（施設種別別、圏域別）

東地方 青森市 三戸 八戸市

敷地内禁煙 5 4 1 7 6 5 1 4 5 5 32

屋内禁煙(特定屋外あり) 1 2 2 2 3 8

屋内禁煙(特定屋外なし) 0

屋内分煙 0

受動喫煙対策なし 0

未回答 0

小計 5 4 1 8 8 7 1 6 8 5 0 40

敷地内禁煙 2 2 1 2 2 5

屋内禁煙(特定屋外あり) 0

屋内禁煙(特定屋外なし) 0

屋内分煙 0

受動喫煙対策なし 0

未回答 0

小計 2 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0 5

敷地内禁煙 3 1 2 4 6 6 1 1 15

屋内禁煙(特定屋外あり) 0

屋内禁煙(特定屋外なし) 0

屋内分煙 0

受動喫煙対策なし 0

未回答 0

小計 3 1 2 4 6 0 6 1 1 0 0 15

敷地内禁煙 7 7 7 6 6 1 1 22

屋内禁煙(特定屋外あり) 1 1 1 2

屋内禁煙(特定屋外なし) 0

屋内分煙 0

受動喫煙対策なし 0

未回答 0

小計 7 0 7 7 7 0 7 1 2 0 0 24

敷地内禁煙 20 1 19 11 15 3 12 8 14 6 74

屋内禁煙(特定屋外あり) 2 1 3

屋内禁煙(特定屋外なし) 1 1 1

屋内分煙 0

受動喫煙対策なし 0

未回答 1 1 1 2

小計 21 1 20 12 16 4 12 10 15 6 0 80

敷地内禁煙 15 1 14 18 19 4 15 7 8 3 70

屋内禁煙(特定屋外あり) 1 2 1 1 3

屋内禁煙(特定屋外なし) 1 1 1 1 2

屋内分煙 0

受動喫煙対策なし 0

未回答 0

小計 16 1 15 19 22 5 17 7 8 3 0 75

敷地内禁煙 15 15 15 13 2 11 6 9 5 63

屋内禁煙(特定屋外あり) 1 1 1

屋内禁煙(特定屋外なし) 2 2 4 2 1 1 5 13

屋内分煙 0

受動喫煙対策なし 0

未回答 1 1

小計 18 0 18 20 15 3 12 6 14 5 0 78

敷地内禁煙 0

屋内禁煙(特定屋外あり) 0

屋内禁煙(特定屋外なし) 0

屋内分煙 0

受動喫煙対策なし 0

未回答 0

小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

敷地内禁煙 67 7 60 63 67 14 53 27 38 19 281

屋内禁煙(特定屋外あり) 1 1 2 5 3 2 4 5 17

屋内禁煙(特定屋外なし) 3 3 4 4 2 2 5 16

屋内分煙 0

受動喫煙対策なし 0

未回答 1 1 2 3

合計 72 7 65 71 76 19 57 31 48 19 0 317

中学校

施設種別 今後の対策 東青 中南 上北 下北 未回答 総計

市町村

三八 西北

総計

高等学校

その他の

学校・大学

保育所・

幼稚園・

こども園

病院

診療所

未回答
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表12　今後の受動喫煙防止対策の実施状況（第１種施設）

敷地内禁煙
屋内禁煙

(特定屋外あり)

屋内禁煙

(特定屋外なし)
屋内分煙 受動喫煙なし 未回答 総計

市町村 31 31

中学校 5 5

高等学校 15 15

その他の学校・大学 22 22

保育所・幼稚園・こども園 71 1 72

病院 68 68

診療所 60 60

小計 272 0 0 0 0 1 273

市町村 8 8

中学校 0

高等学校 0

その他の学校・大学 2 2

保育所・幼稚園・こども園 2 2

病院 2 3 5

診療所 1 1

小計 2 16 0 0 0 0 18

市町村 1 1

中学校 0

高等学校 0

その他の学校・大学 0

保育所・幼稚園・こども園 3 1 1 5

病院 2 2

診療所 3 13 16

小計 7 1 16 0 0 0 24

市町村 0

中学校 0

高等学校 0

その他の学校・大学 0

保育所・幼稚園・こども園 1 1

病院 0

診療所 1 1

小計 0 0 0 0 0 2 2

市町村 0

中学校 0

高等学校 0

その他の学校・大学 0

保育所・幼稚園・こども園 0

病院 0

診療所 0

小計 0 0 0 0 0 0 0

市町村 0

中学校 0

高等学校 0

その他の学校・大学 0

保育所・幼稚園・こども園 0

病院 0

診療所 0

小計 0 0 0 0 0 0 0

市町村 32 8     40

中学校 5      5

高等学校 15      15

その他の学校・大学 22 2     24

保育所・幼稚園・こども園 74 3 1   2 80

病院 70 3 2    75

診療所 63 1 13   1 78

合計 281 17 16 0 0 3 317

総計

今後の対策予定

屋内禁煙

(特定屋外喫

煙場所なし)

屋内分煙

受動喫煙対

策なし

未回答

敷地内禁煙

屋内禁煙

(特定屋外喫

煙場所あり)

現在の対策 施設種別
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表13　今後の受動喫煙防止対策の実施状況（第２種施設）（施設種別別、圏域別）

東地方 青森市 三戸 八戸市

敷地内禁煙 1 2 1 4

屋内禁煙 2 2 2 5 2 3 2 11

屋内分煙 1 1 2 2 1 1 1 1 7

既存特定飲食提供施設 0

喫煙目的室 0

受動喫煙対策なし 0

未回答 1 1 1 1 3

小計 3 1 2 6 8 3 5 3 3 2 0 25

敷地内禁煙 2 2 4 3 3 2 11

屋内禁煙 4 1 3 4 3 3 1 9 2 23

屋内分煙 1 1 2 2 3

既存特定飲食提供施設 1 3 3 1 2 7

喫煙目的室 1 1

受動喫煙対策なし 0

未回答 1 1

小計 7 1 6 9 11 0 11 5 12 2 0 46

敷地内禁煙 2 2 2

屋内禁煙 1 1 1 1 1 2 5

屋内分煙 1 1 2

既存特定飲食提供施設 0

喫煙目的室 0

受動喫煙対策なし 0

未回答 0

小計 1 0 1 2 3 0 3 0 1 2 0 9

敷地内禁煙 10 10 10 14 3 11 6 7 2 49

屋内禁煙 7 7 8 16 6 10 3 4 3 41

屋内分煙 2 2 1 1 2 2 3 10

既存特定飲食提供施設 0

喫煙目的室 0

受動喫煙対策なし 1 1 3 1 1 6

未回答 2 2 1 1 4

小計 22 1 21 22 31 9 22 12 14 9 0 110

敷地内禁煙 14 14 8 14 1 13 7 10 4 57

屋内禁煙 25 25 22 26 26 13 16 9 111

屋内分煙 7 7 5 8 4 4 2 5 27

既存特定飲食提供施設 0

喫煙目的室 0

受動喫煙対策なし 5 5 1 2 2 4 1 13

未回答 2 4 2 2 1 2 1 10

小計 51 0 51 38 54 7 47 27 34 14 0 218

敷地内禁煙 0

屋内禁煙 1 1 1

屋内分煙 0

既存特定飲食提供施設 0

喫煙目的室 0

受動喫煙対策なし 0

未回答 0

小計 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1

敷地内禁煙 26 26 23 33 4 29 17 17 7 123

屋内禁煙 39 1 38 37 52 9 43 17 31 16 192

屋内分煙 11 1 10 8 13 5 8 4 9 4 49

既存特定飲食提供施設 1 3 3 1 2 7

喫煙目的室 1 1

受動喫煙対策なし 6 1 5 4 2 2 5 2 19

未回答 2 2 4 5 2 3 3 2 2 18

合計 84 3 81 77 108 20 88 47 64 29 0 409

宿泊業

小売業

その他

未回答

総計

上北 下北 未回答 総計

製造業

三八 西北

飲食業

施設種別 今後の対策 東青 中南
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表14　今後の受動喫煙防止対策の実施状況（第２種施設）

敷地内禁煙 屋内禁煙 屋内分煙
既存特定

飲食提供施設
喫煙目的室 受動喫煙なし 未回答 総計

製造業 2 1 3

飲食業 9 9

宿泊業 1 1

小売業 44 1 45

その他 47 2 1 50

未回答 0

小計 103 2 0 0 0 0 3 108

製造業 1 10 11

飲食業 2 22 24

宿泊業 5 5

小売業 4 33 1 1 39

その他 10 92 1 103

未回答 1 1

小計 17 163 1 0 0 0 2 183

製造業 1 4 1 6

飲食業 2 2

宿泊業 1 2 3

小売業 4 7 1 12

その他 10 20 4 34

未回答 0

小計 2 14 35 0 0 0 6 57

製造業 0

飲食業 4 1 5

宿泊業 0

小売業 0

その他 0

未回答 0

小計 0 0 0 4 0 0 1 5

製造業 0

飲食業 1 1

宿泊業 0

小売業 0

その他 0

未回答 0

小計 0 0 0 0 1 0 0 1

製造業 1 3 1 5

飲食業 1 1 3 5

宿泊業 0

小売業 4 2 6 12

その他 7 6 13 3 29

未回答 0

小計 0 13 12 3 0 19 4 51

製造業 0

飲食業 0

宿泊業 0

小売業 1 1 2

その他 1 1 2

未回答 0

小計 1 0 1 0 0 0 2 4

製造業 4 11 7    3 25

飲食業 11 23 3 7 1  1 46

宿泊業 2 5 2     9

小売業 49 41 10   6 4 110

その他 57 111 27   13 10 218

未回答  1      1

合計 123 192 49 7 1 19 18 409

屋内分煙

現在の対策 施設種別

今後の対策予定

敷地内禁煙

屋内禁煙

喫煙目的室

受動喫煙対策

なし

未回答

総計

既存特定

飲食提供

施設
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表15　対象施設（従業員数別、圏域別）

東地方 青森市 三戸 八戸市

33 3 30 25 35 6 29 16 27 5 141

3 3 2 3 3 1 1 10

1 1 1 2

1 1 1

0

1 1 1 1 3

38 3 35 29 39 6 33 17 29 5 0 157

表16　受動喫煙防止対策強化の認識（圏域別）

東地方 青森市 三戸 八戸市

32 2 30 29 35 6 29 17 26 4 143

6 1 5 4 4 2 1 13

1 1

38 3 35 29 39 6 33 17 29 5 0 157

表17　現在の受動喫煙防止対策の実施状況（圏域別）

東地方 青森市 三戸 八戸市

6 1 5 4 6 1 5 4 1 21

18 2 16 16 16 3 13 6 19 2 77

6 6 1 1 7

3 8 8 5 2 18

1 1 1 1 3 5

7 7 3 7 2 5 1 3 3 24

1 1 3 1 5

39 3 36 29 39 6 33 16 29 5 0 157

表18　受動喫煙防止対策の法令遵守状況（圏域別）

東地方 青森市 三戸 八戸市

敷地内禁煙 6 1 5 4 6 1 5 4 1 21

屋内禁煙 18 2 16 16 16 3 13 6 19 2 77

屋内分煙(技術的基準・掲示を遵守) 1 1 1 1 2

既存特定飲食提供施設(掲示を遵守) 2 5 5 3 1 11

喫煙目的室(掲示を遵守) 2 2

屋内分煙(技術的基準・掲示満たさず) 4 4 1 5

既存特定飲食提供施設(掲示満たさず) 1 3 3 2 1 7

喫煙目的室(掲示満たさず) 1 1 1 1 1 3

受動喫煙対策なし 7 7 3 7 2 5 1 3 3 24

1 1 3 1 5

38 3 35 29 39 6 33 17 29 5 0 157

表19　今後の受動喫煙防止対策の実施状況（圏域別）

東地方 青森市 三戸 八戸市

9 1 8 7 6 1 5 4 2 28

18 2 16 17 18 4 14 6 18 3 80

5 5 3 3 1 1 10

1 1 4 10 10 3 6 24

1 1 1 1 2 4

3 3 1 1 1 1 6

1 1 3 1 5

38 3 35 29 39 6 33 17 29 5 0 157

未回答

小計

現在の対策

現在の対策

今後の対策

未回答

小計

従業員数

知っている

知らない

10人未満

10～30人未満

30～50人未満

50～100人未満

100人以上

飲食業

法令を

遵守

法令の

遵守に

至らず

未回答

小計

上北

敷地内禁煙

屋内禁煙

屋内分煙

既存特定飲食提供施設

喫煙目的室

受動喫煙対策なし

飲食業

東青 中南 三八

既存特定飲食提供施設

喫煙目的室

受動喫煙対策なし

未回答

小計

敷地内禁煙

屋内禁煙

屋内分煙

総計

下北 未回答 総計

下北 未回答 総計

未回答 総計

飲食業

施設種別 東青 中南 三八

施設種別 東青 中南 三八

西北 上北 下北

西北

未回答

飲食業

施設種別

上北 下北

飲食業

上北 下北

西北 上北

未回答

小計

施設種別 東青 中南 三八 西北

未回答 総計施設種別 東青 中南 三八 西北従業員数


